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新しい自己資本比率規制(新ＢＩＳ規制)に基づく 
自己資本の充実の状況等の開示について 

　ＢＩＳ規制とは・・・ 
　ＢＩＳ規制とは、国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準のことで、バーゼル合意ともいいます。 
　ＢＩＳ規制では、Ｇ１０諸国を対象に、自己資本比率の算出方法や最低基準（国際基準行は８％以上、国内基準行は４％以
上）などが定められました。 
　自己資本比率の最低基準を達成できない銀行は、国際業務から事実上の撤退を余儀なくされます。 
　このＢＩＳ規制は、国際間における金融システムの安定化や、銀行間競争の不平等を是正することなどを目的として、 
１９８８年７月に国際決済銀行（ＢＩＳ）のバーゼル銀行監督委員会より発表され、１９９２年１２月末から適用が開始されました。 
 
　新ＢＩＳ規制（バーゼルⅡ）とは・・・ 
　バーゼル銀行監督委員会は、国際社会における金融システムの複雑化を踏まえ、１９９８年３月にＢＩＳ規制の見直しにつ
いて検討を開始し、２００３年４月に協議案の公表を行いました。この新しい規制を「新ＢＩＳ規制（バーゼルⅡ）」と呼んで
います。この規制は、ＢＩＳ規制を導入した国を対象とし、日本においては２００７年３月末の適用開始となりました。 
　新しい規制では、自己資本比率の最低基準は８％（信用金庫を含めた国内基準行は４％）と変わりませんが、信用リス
クの計測手法が精緻化されるとともに、新たにオペレーショナル・リスクを計測し、自己資本比率算出の分母に加えられ
ることになりました。 
　 
　バーゼルⅡの「3つの柱」について 
　バーゼルⅡは、３つの柱から成り立っています。 
　第１の柱は、「最低所要自己資本比率」の算出(従前に比べ、分母のリスク量の計測を精緻化)について定めています。 
　第２の柱は、「金融機関の自己管理と監督上の検証」(金利リスクなど第１の柱の対象となっていないリスクへの対応
も含めて、十分な備えがあるかなど金融機関自身による自己資本戦略の策定、及び当局による検証)が内容となってい
ます。 
　第３の柱は、「市場規律」といわれ、自己資本の構成やリスクの計測方法など、開示の充実を求められています。 
　第３の柱に基づく自己資本の充実の状況等の開示は、第１の柱及び第２の柱を補完し、市場による外部評価の規律づ
けにより金融機関の経営の健全性を維持することを目的としており、告示(信用金庫法施行規則第１３２条第１項第５号ニ等
の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について定められた事項)の趣旨に従って適切に実施する必要があるとされ
ています。 
　第３の柱で求められている開示項目の内容は、「定量的」な開示事項と「定性的」な開示事項の２つに大別されており、
以下、定量的な記載事項にかかる表の下に定性的な開示事項を記載しております。　　 

（１）自己資本の構成に関する事項 （単位：百万円） 

（ 　 自 　 己 　 資 　 本 　 ） 

出 資 金  

優 先 出 資 申 込 証 拠 金  

資 本 準 備 金  

そ の 他 資 本 剰 余 金  

利 益 準 備 金  

特 別 積 立 金  

次 期 繰 越 金  

そ の 他   

処 分 未 済 持 分 ( △ )

自 己 優 先 出 資 ( △ )

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金  

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 ( 　 △ 　 )  

営 業 権 相 当 額 ( △ )

の れ ん 相 当 額 ( △ )

企業結合により計上される無形固定資産相当額(　 　 △ 　 　)   

証券化取引により増加した自己資本に相当する額( 　 　△ 　　 ) 

基 本 的 項 目 （ Ａ ）  

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額 

一 般 貸 倒 引 当 金  

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   

負 債 性 資 本 調 達 手 段  

期 限 付 劣 後 債 務 及 び 期 限 付 優 先 出 資  

補 完 的 項 目 不 算 入 額 ( △ )   

補 完 的 項 目 （ Ｂ ） 

自 己 資 本 総 額 ［ （ Ａ ） ＋ （ Ｂ ） ］（ 　 Ｃ 　 ）   

う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資  

平成１７年度 平成１８年度 

１,０４５ 

ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 

ー 

ー 

３４,８９６ 

３２３ 

３２３ 
３５,２１９ 

１,０４５ 
３２,７００ 
１０５ 

１,０４０ 

ー 
ー ー 

ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 

△１,０７５ 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 

ー 
ー ー 
ー ー 

ー 

３２,１５２ 

３２８ 

３２８ 
３２,４８０ 

１,０４０ 
３１,０００ 
１４７ 

（次ページに続く） 

項　　　　　　　目 
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（2）自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円） 

リスク・アセット 所要自己資本額 所要自己資本額 リスク・アセット 
イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 

�標準的手法が適用されるポート
　フォリオごとのエクスポージャー 

（Ⅰ）ソブリン向け 

（Ⅱ）金融機関向け 

（Ⅲ）法人等向け 

（Ⅳ）中小企業等・個人向け 

（Ⅴ）抵当権付住宅ローン 

（Ⅵ）不動産取得等事業向け 

（Ⅶ）３ヵ月以上延滞等 

�証券化エクスポージャー 

ロ．オペレーショナル・リスク 

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 

平成１７年度 平成１８年度 

８,１６７ ２０４,１８５ 

１７６,８４０ ７,０７３ 

１９０ 
１,１９２ 
２,２７２ 
１,９３１ 
４３９ 
９３６ 
１１０ 
７４ 
６６９ 
８,８３６ 

４,７５０ 
２９,８１４ 
５６,８２２ 
４８,２９４ 
１０,９９５ 
２３,４０３ 
２,７５９ 
１,８５２ 
１６,７３５ 
２２０,９２０ 

（注）１．所要自己資本の額＝リスクアセット×４% 
　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。 
　　３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、
　　　外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基
　　　金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。 
　　４．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及
　　　び「ソブリン向け」、「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。　 
　　５．オペレーショナルリスクは、当金庫は「基礎的手法」を採用しています。 

　〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉 

　　　　粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％ 

　　　　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

６．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％ 

※本開示は、平成１８年度以降適用される新自己資本比率規制（バーゼルⅡ）に対応しているため、平成１７年度の計数を算定してお
　りません。（以下同じ） 

定性的な開示事項 � 

自己資本調達手段の概要 
　自己資本は、主に基本的項目(Ｔier１)と補完的項目(Ｔier２)で構成されています。平成１８年度末における当金庫の自己
資本額は、地域のお客様からお預りしている出資金と内部留保として積立てている利益剰余金が基本的項目に該当し、一
般貸倒引当金が補完的項目となります。 

÷8％ 

（注）自己資本比率は、平成１８年度は「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用金庫がその保
　　有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するための基準」（平成１８年金融庁告示第２１号）に定められた
　　算式に基づき算出しております。また、平成１７年度は「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づ
　　き自己資本比率の基準を定める件」（平成５年大蔵省告示第６２号）に定められた算式に基づき算出しております。 
　　なお、当金庫は「国内基準」を採用しております。 

（単位：百万円、％） 

項　　　　　　　目 

負 債 性 資 本 調 達 手 段 及 び こ れ に 準 ず る も の  

期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの 

控 除 項 目 不 算 入 額 ( △ )   

控 除 項 目 計 （ Ｄ ）   

自 己 資 本 額 ［ （ Ｃ ） － （ Ｄ ） ］（ 　 Ｅ 　 ） 

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ） 

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス 項 目 ）   

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 項 目   

オ ペ レ ー ショナ ル・リス ク 相 当 額 を８％ で 除し て 得 た 額  

リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計 （ Ｆ ）   

単 体 Ｔ ｉ ｅ ｒ １ 比 率 （ Ａ ／ Ｆ ） 

単 体 自 己 資 本 比 率 （ Ｅ ／ Ｆ ） 

他 の 金 融 機 関 の 資 本 調 達 手 段 の 意 図 的 な 保 有 相 当 額  

非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証
又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額 

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券化エクスポー
ジャー及び信用補完機能を持つI/０ストリップス（告示第２４７条を準用する
場合を含む。） 

平成１７年度 平成１８年度 

ー 

ー 

２,４７３ 

△２,４７３ 

３５,２１９ 

２００,０８７ 
４,０９７ 
１６,７３５ 
２２０,９２０ 
１５.７９ 
１５.９４ 

ー 

ー 

ー 

２,４７３ 

２,０００ ２,０００ 

△２,４７３ 

３２,４８０ 

２３１,１７６ 
５,８６２ 
ー 

２３７,０３８ 
１３.５６ 
１３.７０ 

ー 

ー ー 
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定性的な開示事項 � 

自己資本の充実度に関する評価方法の概要 
　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を十
分維持していると評価しております。 
　なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる
利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。 

４０８ △８０ ３２８ 
３２３ 
２,４５９ 
２,７０９ 
２,７８７ 
３,０３２ 

△４ 
△１,０２８ 
２５０ 

△１,１０９ 
２４５ 

３２８ 
３,４８８ 
２,４５９ 
３,８９６ 
２,７８７ 

エクスポージャ 信用リスクエクスポージャー期末残高 

貸出金、コミットメ
ント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引 

債　　券 デリバティブ取引 
３ヵ月以上延滞 
エクスポージャー 
 

区　分 

業種区分 
期間区分 
 

（単位：百万円） 

製 造 業  

農 業  

林 業  

漁 業  

鉱 業  

建 設 業   

情 報 通 信 業  

運 輸 業   

卸 売 業 、小 売 業  

金 融 ・ 保 険 業  

不 動 産 業  

各 種 サ ー ビ ス   

国・地方公共団体等 

個 人   

そ の 他  

業 種 別 合 計   

１ 年 以 下   

１年 超３年 以 下   

３年 超５年 以 下   

５年 超７年 以 下   

７年超１０年以下  

１０　　年　　超 

期間の定めのないもの  

そ の 他  

残存期間別合計   

電気・ガス・熱供給・ 
水 道 業  

一 般 貸 倒 引 当 金  

個 別 貸 倒 引 当 金  

合 計  

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

期首残高 期中増減額 期末残高 

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　　　 （単位：百万円） 

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 
４４,２７３ ２８,６９３ １５,５７９ 

ー 
ー ２２１ 

ー 
ー 
８０ 
ー 
６５２ 

ー 
３７ 
２４６ 
３２５ 
２,５０７ 
６９６ 
ー 
１０６ 
ー 

４,８７５ 

ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
１５０ 
１７１ 

ー 
８ 
ー 

ー ー ー 

ー 
８ 
３ 

１５０ 

１７１ 

２１ 

ー 

ー 
ー 
ー 
１９９ 

６４５ 
２,１９８ 
３,９８０ 
４７,８９２ 
８４７ 
ー 

１２１,２５４ 
ー 

９,７４２ 
２０７,１６４ 

１０,５８７ 
３１,３６２ 
３７,８７１ 
２２,２７１ 
３９,０１０ 
６３,５７７ 
２,４８１ 

２０７,１６４ 

４,８２４ 

１０７ 
０ 
８７ 
１０ 

２３,５０４ 

８０ 
４,８２７ 
２２,７８０ 
５,５８９ 
３６,５６５ 
２９,１３４ 
１１,９６６ 
６７,３０１ 
ー 

２３０,６５０ 

４０,３８５ 
２８,２０５ 
２５,４２９ 
１７,６３３ 
２３,８２８ 
７４,８０３ 
２０,３６４ 

２３０,６５０ 

ー 

１０７ 
０ 
８７ 
１０ 

２３,７０４ 

７２５ 
７,０２６ 
２６,７６０ 
５３,５０３ 
３７,４１３ 
２９,１３４ 
１３３,２２０ 
６７,３０１ 
１３２,４１４ 
５６０,５０８ 

５０,９７３ 
５９,５７７ 
６３,３０１ 
３９,９０５ 
６２,８４８ 
１３８,３８５ 
２２,９９６ 
１２２,５２１ 
５６０,５０８ 

４,８２４ 

 

（3）信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く） 

イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高　 

〈業種別及び残存期間別〉 

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。 
　　２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャー
　　　のことです。 
　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類すること
　　　が困難なエクスポージャーです。具体的には現金、預け金、買入金銭債権、株式、その他の証券、投資信託、その他資産、有形固定資 
　　　産、無形固定資産、繰延税金資産、未収利息等が含まれます。 

※当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。 
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９６７ ３１７ ３１７ ３０２ ５７３ 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
１０ 
ー 
ー 
ー 
３ 
５２ 
ー 
１９ 
ー 
４７ 
ー 

ー 
ー 
ー 
４３ 
ー 
ー 
ー 
６１ 
５４ 
ー 
１９２ 
ー 
０ 
ー 

ー 
ー 
４６ 
ー 
４０３ 
ー 
ー 
３８ 
１８７ 
２３０ 
１,１８４ 
２３２ 
ー 
７５ 
７ 

ー 
ー 
３８ 
ー 
３９７ 
ー 
ー 
３９ 
１１６ 
１５２ 
１,０６２ 
２３４ 
ー 
９２ 
７ 

△６４９ △１４ 
ー 
ー 
８ 
ー 
５ 
ー 
ー 
△１ 
７１ 
７８ 
１２１ 
△１ 
ー 
△１７ 
ー 

ー 
ー 
７ 
ー 
６８ 
ー 
ー 
△１ 
△３７ 
△８０ 
△８３ 
△２４５ 
ー 
２２ 
△２８ 

ー 
ー 
３８ 
ー 
３９７ 
ー 
ー 
３９ 
１１６ 
１５２ 
１,０６２ 
２３４ 
ー 
９２ 
７ 

ー 
ー 
３１ 
ー 
３２９ 
ー 
ー 
４１ 
１５４ 
２３３ 
１,１４６ 
４８０ 
ー 
７０ 
３５ 

１３２ ９２５ ２,７０９ ２,４５９ ２５０ △１,０２８ ２,４５９ ３,４８８ 

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 

個別貸倒引当金 
貸出金償却 

期首残高 期中増減額 期末残高 
平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 

製 造 業  

農 業  

林 業  

漁 業  

鉱 業  

建 設 業  

電気・ガス・熱供給・水道業 

情 報 通 信 業  

運 輸 業  

卸 売 業 、小 売 業  

金 融 ・ 保 険 業  

不 動 産 業  

各 種 サ ー ビ ス 

国・地方公共団体等 

個 人  

そ の 他  

合 計  

※当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。 

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

告示で定めるリスク・ウェイト区
エクスポージャーの額 

平成１７年度 
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 

平成１８年度 

０％ 
１０％ 
２０％ 
３５％ 
５０％ 
７５％ 
１００％ 
１５０％ 
３５０％ 

自己資本控除 
合　　計 

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 
　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。 

定性的な開示事項 � 

信用リスクに関する項目 
（１）リスク管理の方針及び手続きの概要 
　「信用リスク」とは、取引先等の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を受けるリ
スクのことをいいます。 
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、安全性、公共性、流動性、成長性、
収益性の５原則に則った厳正な与信判断を行うべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「ク
レジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。 
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスクの分散のほか、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自
己査定による債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理などについて、さま
ざまな角度から分析を行っております。 
　また、当金庫では、信用リスク計測にあたっては、信用リスク計測システムを導入し、VaR(バリュー・アット・リスク=最大
予想損失額)によるリスク計測をベースとした統合的なリスク管理態勢を視野に入れ、準備を進めております。 
　個別案件の審査・与信管理にあたりましては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制と
しています。 
　さらに、ＡＬＭ委員会等を定期的に開催し、信用リスクの管理・運営にかかる重要事項を審議しています。 
　以上の相互牽制機能、経営陣による審議に加え、リスク管理部が与信運営にかかる妥当性の検証を実施することにより、
適切な与信運営を実施する管理態勢を構築するとともに、有価証券運用に係る信用リスクについても、「資金運用規定」

６,３６６ １４６,６４１ 
３８,３７５ 
１０７,８６９ 
３１,５０９ 
１,４７０ 
７０,４２７ 
１０３,１８９ 

９６５ 
ー 
ー 

５６０,５０８ 

ー 
３５,８１９ 
ー 

１２,１４７ 
ー 

５,７２５ 
１ 
ー 
ー 
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（単位：百万円） 

定性的な開示事項 � 

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続きの概要 

　「信用リスク削減手法」とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価
証券担保、保証などが該当します。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の
資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして
認識しております。 
　したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担
保又は保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努
めております。 
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証は、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、
民間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定める「融資業務取扱規定」及び「担保評価基準」等により、適切
な事務取扱い及び適正な評価を行っております。 
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替、デリバティブ取引に関して、お客様が期限の利益を
失われた場合には、当該与信取引の範囲において、預金相殺を行う場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つと
して、金庫が定める「融資業務取扱規定」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続を
省略して払戻充当いたします。 
　なお、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫の預金・積金、上場株式、保証として
適格保証人のリスク・ウェイトを用いることが認められております。これらのエクスポージャーについては、担保及び保証に
かかるそれぞれのリスク・ウェイトを適用しております。具体的には、政府保証と同様の信用度を持つ地方公共団体が保証
する貸出金等が該当します。 
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることな
く分散されております。 

（4）信用リスク削減手法に関する事項 
　　 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 

（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 

 

信用リスク削減手法 
ポートフォリオ 
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 

�ソブリン向け 

�金融機関向け 

�法人等向け 

�中小企業等・個人向け 

�抵当権付住宅ローン 

�不動産取得等事業向け 

�３ヵ月以上延滞等 

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ 
平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。 

平成１７年度 平成１８年度 
与信相当額の算出に用いる方式 

グロス再構築コストの額 

（単位：百万円） 

６,２２２ １４,９３７ 
９,９３４ 
１,４６６ 
２,０７９ 
１,４５５ 
ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 
ー 

１,４２２ 
４,０４４ 
３９ 
６９１ 
２４ 

カレントエクスポージャー方式 

ー 

等に基づいて、適切な信用リスク管理を行っています。 
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定規定」及び「貸出金等の貸倒償却・貸倒引当金規定」に基づき、自己査定に
おける債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区
分ごとの債権額にそれぞれの貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、個別貸倒引当金に関
しては、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先ともに、担保・保証による回収可能見込額を除いた未保全額に対してそれぞ
れの貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。 
　なお、その結果については、監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。 

（２）エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称 
　エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、R&I、JCR、Moody’s、S&Pの４機関とし、国内
エクスポージャーはR&IとJCR、海外エクスポージャーはMoody’sとS&Pを使用しています。 
※R&I（格付投資情報センター）、JCR（日本格付研究所） 
　Moody’s（ムーディーズ）、S&P（スタンダーズ・アンド・プアーズ）　　 
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１７１ 
２３ 
３８ 
ー 
１１０ 
ー 
ー 
ー 
１７１ 

１７１ 
２３ 
３８ 
ー 
１１０ 
ー 
ー 
ー 
１７１ 

定性的な開示事項 � 

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要 

　当金庫では、お客様の金利変動に係るリスクヘッジにお応えするための円金利スワップ取引や、当金庫の有価証券運
用の一環としての派生商品取引を行っております。 
　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能になることに
より損失を受ける可能性のある信用リスクが内包されております。そのため、市場リスクへの対応は、派生商品取引によ
り受けるリスクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるような形で管理しております。　 
　また、信用リスクへの対応として、「デリバティブ取引取扱規定」の中で取引相手方を信用力の高い金融機関及び上場
会社と定めて信用リスクを回避しており、当該取引に対する個別担保による保全や引当の算定は行っておりません。 
　その他、有価証券関連取引については、有価証券にかかる投資方針の中で定める投資枠内での取引に限定するととも
に、万一、取引相手に対して担保の追加提供をする必要が生じたとしても、提供可能な資産を十分保有しており、全く心
配ありません。 
　以上により当該取引にかかる市場リスク及び信用リスク、双方とも適切なリスク管理に努めております。 
　また、長期決済期間取引は該当ありません。 

担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案する前の与信相当額 

担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案した後の与信相当額 

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 
派生商品取引合計 

（Ⅰ）外国為替関連取引 

（Ⅱ）金利関連取引 

（Ⅲ）金関連取引 

（Ⅳ）株式関連取引 

（Ⅴ）貴金属（金を除く）関連取引 

（Ⅵ）その他コモディティ関連取引 

（Ⅶ）クレジット・デリバティブ 

合　　計 

（6）証券化エクスポージャーに関する事項　 

イ．オリジネーター（原資産の所有者）の場合　 
　※当金庫は、有価証券投資の一環として証券化エクスポージャーを購入しており、オリジネーター業務は行っておりません。 

ロ．投資家の場合 

　�保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 

平成１７年度 
証券化エクスポージャーの額 

（Ⅰ）カードローン 

（Ⅱ）住宅ローン 

（Ⅲ）自動車ローン 

平成１８年度 

　�保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等 

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％） 
エクスポージャー残高 所要自己資本の額 

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 
２０％ 
５０％ 
１００％ 
３５０％ 

自己資本控除 

（Ⅰ）カードローン 
（Ⅱ）住宅ローン 

（Ⅲ）自動車ローン 

（注）１．所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスクウェイト×４％ 
　　２．（Ⅰ）～（Ⅲ）は、自己資本から控除した証券化エクスポージャーの原資産の種類別の内訳 

　�証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額 

８,０６４ 
ー 

４,５８２ 
ー 

７,２６４ ５８ 
１６ 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

８００ 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

（注）経過措置とは、自己資本比率告示附則第15条において、平成１８年３月末において保有する証券化エクスポージャーの信用リスク・
　　アセットの額について、当該証券化エクスポージャーの保有を継続している場合に限り、平成２６年６月３０日までの間、当該証券化エ
　　クスポージャーの原資産に対して新告示を適用した場合の信用リスク・アセットの額と旧告示を適用した場合の信用リスク・アセット
　　の額のうち、いずれか大きい額を上限とすることができること。　　 

経過措置適用の証券化エクスポージャー 

信用リスクアセットの額 
平成１７年度 平成１８年度 

ー 

（単位：百万円） 
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定性的な開示事項 � 

証券化エクスポージャーに関する事項 

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要 
　　「証券化」とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券と
　して組み替え、第三者に売却して流動化することをいいます。 
　　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく
　分類されますが、当金庫においては、投資家として購入しており、オリジネーター業務は行っておりません。 
　　当該有価証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与
　する格付情報などにより把握するとともに、必要に応じてＡＬＭ委員会等に諮り、適切なリスク管理に努めています。 
　　また、証券化商品への投資は、有価証券にかかる投資方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引
　にあたっては、当金庫が定める「資金運用規定」に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運
　用・管理を行っています。 

（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称 
　　 当金庫は、「標準的手法」を採用しております。 

（3）証券化取引に関する会計方針 
　　当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融
　商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。　 

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称 
　　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、R&I、JCR、Moody’s、S&Pの４機関とし、国内エクスポージャー
　はR&IとJCR、海外エクスポージャーはMoody’s とS&Pを使用しています。 

定性的な開示事項 � 

オペレーショナル・リスクに関する項目 

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要 
　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「リスク管理の基本方針」を踏
まえ、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、定期的に収集したデータの分析・評価を行い、リスクの顕現化の未然
防止及び発生時の影響度の極小化に努めています。 
特に、事務リスク管理については、「事務取扱規定」を基本規定として関連の各種規定、事務取扱要領・マニュアル等を遵
守した事務処理に努めるとともに、事務指導や研修の強化により、本部・営業店が一体となった厳正な事務処理・相互牽制
態勢の確立に取組んでおります。さらに、内部監査による定期的な検証を通じて、事務レベルの向上に努めております。 
　システム・リスクについては、「システム・リスク管理規定」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期
的な点検検査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努め
ております。 
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情に対する適切な処置、個人情報及び情報セキュリティ体制
の整備、さらには各種リスク商品に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めてお
ります。 
　リスクの計測に関しては、「基礎的手法」を使用することとし、態勢を整備しております。また、これらのリスクに関して
は、ALM委員会等の各種委員会において協議・検討するとともに、必要に応じて常務会、理事会といった経営陣に報告す
る態勢を整備しております。 

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称 
　当金庫は、バーゼルⅡ対応としてオペレーショナル・リスク相当額の算出にあたり「基礎的手法」を使用しております。 

（7）出資等エクスポージャーに関する事項 

イ．出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 （単位：百万円） 

区　　　　　分 
売買目的有価証券 その他有価証券で時価のあるもの 

貸借対照表 
計上額 

上 場 株 式  

非上場株式等  

合 計  

貸借対照表 
計上額 

評価差額 
うち益 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

うち損 
取得原価 
(償却原価) 

当期の損益に含ま
れた評価差額 

※上場株式には、J－REIT（不動産投資信託）を含んでおります。 

 

 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー ７,６５７ 
８,５１７ 
１,６６５ 
１,５２３ 
９,３２２ 
１０,０４０ 

１１,２０４ ３,５４６ 
４,３０４ 
３０９ 
４５ 

３,８５５ 
４,３４９ 

３,５６３ 
４,３８２ 
３１０ 
５２ 

３,８７３ 
４,４３４ 

１７ 
７７ 
１ 
７ 
１８ 
８４ 

１２,８２２ 
１,９７５ 
１,５６８ 
１３,１７９ 
１４,３９０ 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
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※子会社は、現金精算・整理を主要業務とする但陽ビジネスサービス株式会社が該当します。 

定性的な開示事項 � 

銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
方針及び手続きの概要 

　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資
株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。 
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価、株価（日経平均）
20％下落値及び最大予想損失額（VaR）によるリスク計測によって把握するとともに、リスク限度枠、損失限度枠の遵守状
況等をＡＬＭ委員会及び常務会に諮り投資継続の是非等を協議するなど、適切なリスク管理に努めております。 
　また、株式関連商品への投資は、有価証券にかかる投資方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本
的には債券投資のヘッジ資産として位置付けており、ポートフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用を心掛けておりま
す。なお、取引にあたっては、当金庫が定める｢資金運用規定｣等に基づいた厳格な運用・管理を行っております。 
　非上場株式、子会社株式、投資事業組合等への出資金に関しても、前述の規定等に基づいた適正な運用・管理を行ってお
ります。また、リスクの状況は財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その
状況については適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。 
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融
商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。 

その他有価証券で時価のないもの等 
貸借対照表計上額 

上 場 株 式  

非 上 場 株 式 等  

そ の 他 資 産  

合 計  

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 
※その他資産は、信金中金出資金等が該当します。 

ロ．子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等　 

ハ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額　 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

子会社・子法人等株式 

区　　　分 貸借対照表計上額 時　　価 
差　　額 

関連法人等株式 

合　　計 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

うち益 うち損 

出資等エクスポージャー 

売却額 
売却益 売却損 

株式等償却 

ー 
ー 
１１１ 
１０３ 
７８１ 
７３１ 
８９２ 
８３４ 

１０ 
１０ 
ー 
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ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
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ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
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ー 
１０ 
１０ 

２０,０９０ 
１２,５９０ 

３９５ 
８５１ 

３２５ 
１３２ 

１１ 
０ 
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（単位：百万円） 

運用勘定 調達勘定 

区　分 
金利リスク量 

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度 
区　分 

金利リスク量 

貸 出 金  

有 価 証 券 等  

預 け 金  

コ ー ル ロ ー ン 等  

金 融 派 生 商 品 取 引  

そ の 他  

定 期 性 預 金  

要 求 払 預 金  

金 融 派 生 商 品 取 引  

そ の 他  

調 達 勘 定 合 計  運 用 勘 定 合 計  

銀行勘定の金利リスク 

（注）１．銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利の影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預
　　　金等）が、金利ショックにより発生するリスク量をみるものです。 
　　　当金庫では、金利ショックを９９パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算出しております。 

　　　※「金利ショック」とは、金利の変化(衝撃)を意味し、パーセンタイル値とは、計測値を順番に並べたうちのパーセント目の値で９９パー
　　　　センタイル値は、９９パーセント目の値をいいます。 

　　２．要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出され
　　　ることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金等流動性預金の額の５０％相当額を０～５年の
　　　期間に均等に振り分けて（平均２．５年）リスク量を算定しています。 
　　３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。 
　　　銀行勘定の金利リスク（５,０３６百万円）＝運用勘定の金利リスク量（１２,２８４百万円）＋調達勘定の金利リスク量（－７,２４８百万円） 

定性的な開示事項 � 

銀行勘定における金利リスクに関する事項 

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要 

　「金利リスク」とは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫
においては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。 
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスク（BPV・99％タイル値）及び最大予想損失額
（VaR）の計測や、新商品の導入による影響などをＡＬＭ管理システムや証券会社システムにより定期的に計測を行い、ＡＬＭ
委員会で協議・検討をするとともに、必要に応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロー
ルに努めております。 

（2）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要 

　　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。 
・計測手法 
　「金利ラダー方式」 

・コア預金 
　対象：流動性預金全般(当座、普通、貯蓄等) 
　算定：�過去５年の最低残高 
　　　　�過去５年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高 
　　　 �現残高の５０％相当額 
　　　　　以上３つのうち最小の額 
　満期：５年以内（平均２．５年） 

・金利感応資産・負債 
　預金、貸出金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債 

・金利ショック幅 
　９９％タイル値 

・リスク計測の頻度 
　月次（前月末基準） 
※「金利ラダー方式」 
　資産・負債勘定を金利更改ベースで所定の年限に区分した残高から金利リスクを計測する方法。年限毎の１BPVに各年
　限の金利ショック幅を掛けて算出します。 

３,５５９ 
７,３０５ 
８３９ 
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△７,２４８ 

ー 

５７２ 
６ 

１２,２８４ 

５,０３６ 

△４,２５５ 
△２,８４８ 
△１３３ 
△１０ 

（8）金利リスクに関する事項 

 


